
 

 

８ 学校いじめ防止プログラムについて 

月 項目 内容 備考 

４ 

 

 

 

５ 

 

 

 

６ 

・第１回いじめ防止委員会 

・全校集会「いじめ防止に関する話」

（児童生徒会） 

 

・校内研修「いじめ防止について」 

（教職員） 

 

・いじめアンケートの実施（６月） 

・第２回いじめ防止委員会 

 

・学校の「いじめ防止基本方針」について

説明し、いじめは人を傷つける行為で

あること、いじめを絶対に認めないこ

と、いじめられた際の対応や相談方法

などについて具体的に伝える。 

・教職員に学校の「いじめ防止基本方針」

について説明し、共通理解をはかる。 

・Google forms や紙面等でいじめアンケ

ートを行い、いじめの実態の把握や早期

対応をはかる。 

※いじめ対策に係わ

る資料等の校内掲

示（おなやみポス

ト、相談先一覧等） 

※北海道警察サイバー

セキュリティ対策本

部による情報モラル

啓発資料の活用 

 

７ 

 

 

８ 

 

 

９ 

 

・HR「夏休みの生活について」 

 

 

・心の健康観察・教育相談アンケート

の実施（８月） 

 

・いじめ防止ポスターの募集（児童生

徒会） 

・トラブルに巻き込まれないようにする

こと、巻き込まれた際の対処等につい

て、各ホームルームで伝える。 

・Google forms等で心の健康観察・教育

相談アンケートを行い、悩みをかかえ

ている人の把握に努める。 

・いじめに関する防止ポスターを広く募

集し、いじめ防止への関心を高める。 

※心の健康相談アンケー

トは、通年で相談でき

ることを周知 

※北海道警察サイバー

セキュリティ対策本

部による情報モラル

啓発資料の活用 

10 

 

 

11 

 

 

12 

・いじめアンケートの実施（１１月） 

・第３回いじめ防止委員会 

 

・いじめ防止ポスターの掲示（児童生

徒会） 

・HR「冬休みの生活について」 

 

・Google forms や紙面等でいじめアンケ

ートを行い、いじめの実態の把握や早期

対応を行う。 

・掲示を通じて、いじめ防止に対する啓発

を行う。 

・トラブルに巻き込まれないようにする

こと、巻き込まれた際の対処等につい

て、各ホームルームで伝える。 

※北海道警察サイバー

セキュリティ対策本部

による情報モラル啓発

資料の活用 

１ 

 

 

 

２ 

 

 

３ 

 

・第４回いじめ防止委員会 

・心の健康観察・教育相談アンケート

の実施（１月） 

・全校集会「いじめに関する呼びか

け」（児童生徒会） 

・HR「春休みの生活について」 

 

・Google forms等で心の健康観察・教育

相談アンケートを行い、悩みをかかえ

ている人の把握に努める。 

・児童生徒会としていじめ撲滅に断固と

して取り組んでいくことを全校に呼び

かける。 

・トラブルに巻き込まれないようにする

こと、巻き込まれた際の対処等につい

て、各ホームルームで伝える。 

※北海道警察サイバー

セキュリティ対策本部

による情報モラル啓発

資料の活用 

 


